
第５次 白岡市男女共同参画プラン
（令和４年度～令和８年度）

令和６年度　報告書



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆男女共同参画について考える機会の
提供及び理解促進が期待される。

◆男女共同参画パネル展を実施する。
◆プランの推進に係る取組の進捗調査を行
う。
◆審議会等への女性委員の参画状況等調査
を行う。

◆男女共同参画パネル展　5回
・男女共同参画社会の実現に向けて！
・Ｗｏｍｅｎ現代の吟子たちに聞く
・災害と男女共同参画
・知ってますか？デートDV
・"わたしの"防災対策
◆プラン進捗調査（各課）：1回実施
◆女性委員参画率調査（全庁）：1回実施

以前より
変化なし

◆今後も男女共同参
画について市民に広
く理解されるよう、
様々な啓発の機会を
設け実施していく。 地域振興課

◆様々な媒体で男女共同参画について
啓発・情報発信を行うことで男女共同
参画社会への理解促進促進が期待され
る。

◆広報紙、市公式ホームページ、SNS等によ
り、男女の多様なイメージの浸透に係る情
報発信を行う。また、男女平等・共同参画
の視点に立った表現となるよう努める。

◆広報しらおかにおいて、男女共同参画や男女平等に関する記事を掲載し
た。
令和6年6月号(パネル展、男女共同参画プランの取組み)：20，700部
令和6年7月号(パネル展)：20，700部
令和6年9月号(パネル展)：20，650部
令和6年11月号(パネル展)：20，650部
令和6年12月号(ハーブティ)：20，650部
令和7年3月号(ハーブティ、パネル展、男女共同参画推進会議公募委員募
集)：20，600部

また、市公式ホームページで男女共同参画に関するページを充実させ、男
女平等の視点に立った表現となるよう努めた。

以前より
変化なし

◆今後も広報紙など
の様々な媒体を活用
した啓発活動を実施
し、男女共同参画社
会への理解促進に繋
げていく。また、引
き続き男女平等・共
同参画の視点に立っ
た表現となるよう努
めていく。

企画政策課

【基本目標Ⅰ】
男女共同参画の意識づくり

【主要課題1】男女共同参画及び多様性に関する意識啓発
【施策の方向性(1)】男女共同参画に関する意識啓発

No.１　男女共同参画に関する啓発の充実
啓発事業や市ホームページ、ＳＮＳなどを活用し、男女共同参画に関する啓発活動を実施します。



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆男女共同参画について考える機会の
提供及び多様性の意識付けが期待され
る。

◆しらおか男女共生広報紙「ハーブティ」
を発行する。
◆ポスター・チラシ・「ハーブティ」の発
行等の際に、表現やイラストに配慮し、男
女の多様なイメージが浸透するように務め
る。
◆市民のメディア・リテラシーを高めるた
めの情報提供、意識啓発を行う。

◆ハーブティ発行　2回実施
・広報12月号20,650部「女性の立場で考える避難所運営」
・広報3月号20,600部「あなたの「働き方」・「暮らし方」・「健康」に
ついて考えてみませんか？」

◆男女共同参画パネル展「災害と男女共同参画」を実施した。

以前より
変化なし

◆引き続き、多様
性・男女共同参画の
視点に立った表現に
努めながら、広報紙
やパネル展において
意識啓発を行ってい
く。

地域振興課

◆しらおか男女共生広報紙「ハーブ
ティ」を広報しらおかに年2回以上掲
載することで、男女共同参画について
広く広報されることが期待される。

◆しらおか男女共生広報紙「ハーブティ」
を広報しらおかに定期的に掲載をし、広く
広報を行う。また、広報紙、市公式ホーム
ページ、SNS等では男女平等・共同参画の視
点に立った表現となるよう努める。

◆広報しらおかにおいて、男女共生広報紙「ハーブティ」に関する記事を
掲載した。
令和6年12月号：20,650部
令和7年3月号：20,600部

以前より
変化なし

◆今後も定期的に男
女共生広報紙「ハー
ブティ」の掲載を
し、男女共同参画に
ついて広く広報して
いく。また、引き続
き男女平等・共同参
画の視点に立った表
現となるよう努めて
いく。

企画政策課

目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆男女共同参画について考える機会の
提供及び理解促進が期待される。

◆男女共生セミナーを開催し、男女共同参
画の周知、意識啓発を図る。

◆令和4年度男女共生セミナー
テーマ：「笑って考えるワーク・ライフ・バランス～世界一受けたい！東
大生が選ぶNo.1教授の幸せ術～」
講師：東京大学教授　瀬地山 角 氏
参加者：82名

令和5年度以降実績なし
会議からの効果的な発信が難しいことから、今後、より効果的な周知計画
で啓発活動を行っていきます。

以前より
下回った

◆今後も、別のアプ
ローチで広く市民に
参加いただける意識
啓発の場や学習の機
会を設けていく。 地域振興課

No.２　男女共同参画の視点に立った広報などの充実
しらおか男女共生広報紙「ハーブティ」や市広報紙などの各種媒体を通じ、多様性が浸透するよう表現に留意しつつ、情報提供を行います。

No.３　男女共同参画に関する講座・講演会などの実施
男女共同参画意識の啓発、男女共同参画社会への理解を深めるための講座などを実施し、誰もが参加しやすい学習機会の提供に努めます。



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆多様性について考える機会の提供及
び理解促進が期待される。

◆LGBTQを含む性的少数者に対する偏見をな
くすため、市広報紙、職員・行政役職者の
人権研修会等を通じ意識啓発を行う。
◆県主催のLGBTQ研修会に参加する。

◆令和5年1月1日「白岡市パートナーシップ宣誓制度」を開始した。
宣誓数：1組（令和4年度）
　　　：1組（令和5年度）
　　　：1組（令和6年度）
◆白岡市職員出前講座
「性の多様性～LGBTQって何だろう」
◆Ｒ6.6.25篠津小学校　会議室　参加者18名

目標値・
期待値に
近づいた

◆市パートナーシッ
プ宣誓制度がより良
い制度となるよう、
意識啓発や周知広報
のほか、制度のアッ
プデートに努める。

地域振興課

No.４　多様性の尊重
LGBTQを含む性の多様性や個性を、誰もが互いに理解・尊重し、認め合う社会を目指して、啓発活動の充実に努めます。

【主要課題１】男女共同参画及び多様性に関する意識啓発
【施策の方向性(２)】多様性についての理解促進



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆各校で人権教育に係る取組を適切に
行う。
◆国・県の通知や、県主催の研修等の
情報提供を学校に対して行う。
◆教育支援センターや関係各課と連携
し、学校に対し適切な指導・対応を行
う。

◆各学校で人権教育における全体計画及び
年間計画（5月末全小・中学校提出済）を策
定し、人権教育の視点を取り入れた授業等
を展開する。
◆将来を見通したキャリア教育の充実及び
推進を図る。
◆白岡市キャリア・パスポートを発行し、
将来の自分の生き方について考えさせる教
育の推進を図る。
◆特別の教科道徳や特別活動を中心とした
男女平等教育を実施する。
◆道徳や特別活動の授業を中心とした男女
平等教育を推進する。
◆国、県から配付される男女平等の視点に
立った教育の推進及び意識啓発のための資
料を活用する。
◆県主催の人権教育や男女平等教育に関す
る研修会等、参加可能な研修会の情報提供
を行う。
◆各学校と白岡市教育支援センターの連携
により相談体制を充実させる。
◆スクールソーシャルワーカーの積極的な
活用と連携のため、適宜さわやか相談室に
スクールソーシャルワーカーを派遣する。
◆庁内各課・地域医療機関等との連携を図
る。

◆各小・中学校で人権教育全体計画及び年間計画の見直しを行った。
◆男女平等教育の全体計画及び年間計画の位置付けを行った。
◆家庭教育学級など、学校・家庭・地域との連携を図った人権教育の実践
を進めた。
◆白岡市キャリア・パスポートを発行し、将来の自分の生き方について考
えさせる教育の推進を図った。
◆特別の教科道徳や特別活動を中心とした男女平等教育を実施した。
◆特別の教科道徳や特別活動の授業を中心とし、学校教育全体で男女平等
教育の推進を行った。
◆県主催の男女平等教育に関する研修会等、参加可能な研修会の情報提供
をした。
◆子育ての悩みや発達障害を起因とした家庭の悩みを支援するため、白岡
市教育支援センターにおける相談体制を充実させた。
◆スクール・ソーシャルワーカーの積極的な活用を図るほか、各学校の教
育相談連絡会に参加した。
◆庁内各課・地域医療機関等と連携した。

目標値・
期待値に
近づいた

◆今後も引き続き市
民に広く周知される
よう啓発活動に取り
組んでいく。

教育指導課

【主要課題２】人権尊重教育の推進
【施策の方向性(１)】男女共同参画視点に立った教育の推進

No.５　男女共同参画の視点に立った教育の充実
男女共同参画に関する正しい理解を浸透させるため、児童・生徒が性別に捉われず個性を活かし、互いを尊重して共に学び合えるよう、学校などにおいて男女共同参画の視点
に立った教育を推進します。



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆国や県からの通知や研修案内を各校
に周知し、啓発を図る。

◎県警等外部指導者による講演会の開
催（市内全小中学校）
【R4年度:100％→R8年度:100％】

◆国、県から提供される性同一性障害や性
的少数者に係る資料を活用し、理解と啓発
を促進する。
◆県主催の研修会等への積極的参加を促
す。
◆県主催の「性に関する授業研究会」への
養護教諭の参加を推進する。
◆埼玉県警非行防止指導班「あおぞら」の
他、学校薬剤師や各種外部指導者等を招聘
し、各小・中学校でHIV/エイズ、性感染症
や薬物乱用防止に関する講演会を実施す
る。

◆児童生徒の性差やLGBTQについての教育を充実させるため、文科省や県
発行の文書等を学校に提供することで、教職員の理解促進と意識の向上を
図った。
◆小学校では第3学年から保健体育の学習の中で心身の発達の違いを学習
した。
◆学校薬剤師や埼玉県警「あおぞら」のオンライン動画等を活用し、各小
中学校で薬物乱用防止教室を実施した。児童生徒への指導を行い意識向上
に努めた。
◆第6学年の保健体育等の学習の中でHIV／エイズ等性感染症に対する教育
を行った。
◆市内全小中学校にて非行防止教室を実施した。

以前より
変化なし

◆今後も引き続き市
民に広く周知される
よう啓発活動に取り
組んでいく。

JFAこころのプロ
ジェクト「夢の教
室」は令和4年度ま
でで事業完了
令和5・6年度は実施
せず

教育指導課

目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◎人権感覚育成指導者の育成
【R4年度からR8年度の間→各校2名】
◎幼保小連携（授業参観等）
【R4年度:1回→R8年度:3回】
◎幼保小合同研修会
【R4年度:1回→R8年度:2回】

◆人権教育担当者研修会兼人権感覚育成指
導者研修会にて、人権感覚育成指導者を育
成する。
◆校長会や教頭会で同和教育に係る研修を
実施、地域と連携した同和教育の推進を図
る。
◆幼保小連携（授業参観・5ブロック交流
会）は、年間1回実施する。
◆幼保小合同研修会を実施する。

◆校長会や教頭会で同和教育に係る研修を実施、地域と連携した同和教育
を推進した。
◆教職員全員研修会において、県教育局の人権担当に講師を依頼し、全教
職員に対し人権教育の研修を実施した。
◆各小・中学校において、男女平等・人権意識をさらに高めるための取組
を人権教育担当者を中心に実施した。
◆人権教育担当者研修会兼人権感覚育成指導者研修会　市内小中学校教諭
2名参加
◆幼保小合同研修会については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め実施なし。

目標値・
期待値に
近づいた

◆今後も引き続き市
民に広く周知される
よう啓発活動に取り
組んでいく。

教育指導課

◆国・県の通知や、県主催の研修等の
情報提供を学校に対して行う。

◆保育士・学童支援員の男女平等・人権意
識をさらに高め、それぞれの活動の中で生
かしていくため、男女平等・人権教育の研
修に機会をとらえて参加する。

◆機会をとらえ人権や男女平等に関する研修会等に参加し、理解を深め、
意識を高めた。
【参加実績】
・第38回埼玉県人権保育実践交流会
　保育課主幹・保育士参加
・人権・同和問題研修会
　保育士・学童支援員参加

以前より
変化なし

◆今後も、職員の研
修会等への参加等を
積極的に行うこと
で、人権や男女平等
に関する意識を高め
ていく。

こども保育課

No.７　教職員、保育士等への研修の充実
子どもや児童・生徒に大きな影響を持つ保育士や教職員の男女共同参画意識・人権意識をさらに高めるために、それぞれの場で研修や勉強会を通じて理解促進を図ります。

No.６　人権尊重に基づいた性教育の充実
互いの性を理解・尊重し、一人一人の人間を大切にすることを体得できるよう、心身の発達に応じた適切な性教育の充実を図ります。



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆人権作文等による人権意識の向上を
図る。

◎「埼葛人権を考えるつどい」への
PTAの参加。
【R4年度:各校1名→R8年度:各校3名】
◎スクールガード養成講習会
【R4年度:1回開催→R8年度:2回開催】

◆人権作文や人権メッセージへの取組を継
続的に実施し、保護者の人権意識を高め
る。
◆「埼葛人権を考えるつどい」へのPTAの参
加。（各校より数名参加）
◆地域人材の見守り能力の向上を目指し、
スクールガード養成講習会を開催する。

◆家庭教育学級など、学校・家庭・地域との連携を図った人権教育の実践
を進めている。
◆学校応援団の中に様々な形のボランティア班を整備し、人権教育や地域
の理解のためにお手伝いいただいている。
◆「埼葛人権を考えるつどい」へのPTAの参加についてはについては、令
和6年度未実施
◆スクールガード養成講習会　9月　書面開催

目標値・
期待値に
近づいた

◆今後も引き続き市
民に広く周知される
よう啓発活動に取り
組んでいく。

教育指導課

目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆家庭教育学級合同講座及び小・中学
校家庭教育学級の参加者数
≪R元：1,155人→Ｒ8：2,000人≫
【第3期白岡市教育振興基本計画よ
り】

◆家庭教育学級合同講座、各小・中学
校家庭教育学級及び「親の学習」講座
の参加者の満足度（「参考になった」
「少し参考になった」と回答した参加
者の割合）
≪R元：99％→Ｒ8：100％≫
【第3期白岡市教育振興基本計画よ
り】

◆家庭教育学級合同講座の実施（年2回）
◆各小・中学校への家庭教育学級委託の実
施
◆「親の学習」講座の実施

◆家庭教育学級合同講座の実施
　・第1回：「「子供安全見守り講座」
『ネット社会で生きる子供たちと親の役割』」　44名
　　※第2回家庭教育学級合同講座は、白岡市青少年健全育成推進大会との合同開
催
　・第2回：「三角巾を使った応急手当など」93名
　
◆各小・中学校への家庭教育学級委託の実施
　・1校40,000円を上限とした委託金の交付
　　各校合計講座数：16講座
　　各合計参加者数延べ：457名

◆「親の学習」講座の実施
　・各小学校で、就学時健診の機会に併せて、埼玉県家庭教育アドバイザーによ
る「親の学習」講座を実施
　　各校合計で400名

●家庭教育学級合同講座、各小・中学校家庭教育学級及び「親の学習」講座の参
加者の満足度（「参考になった」「少し参考になった」と回答した参加者の割
合）
　・家庭教育学級合同講座
　　　第１回　44人中44人・100％
　　　第２回　93人中90人・96.8％
　・各小・中学校家庭教育学級
　　　457人中406人・88.8％
　・「親の学習」講座
　　　400人中330人・82.5％
　◎合計　994人中870人・87.5％

以前より
下回った

◆合同講座について
は、オンライン配信
形式、集会形式、そ
れぞれメリット・デ
メリットがあるた
め、多くの方が参加
しやすく満足してい
ただけるよう、ハイ
ブリッド形式での開
催を検討していく。
　なお、各小・中学
校の家庭教育学級に
ついても、多くの方
が参加しやすく満足
していただけるよ
う、ＰＴＡ担当者と
連携を図っていく。
　また、「親の学
習」講座について
は、講師の資質にば
らつきがあるため、
一定の講義内容を伝
えられるよう、講師
のレベルアップを
図っていく。

生涯学習課

No.９　家庭教育学級等の促進
子育て家庭において、性別に捉われることなく自立することの重要性を理解して、家庭や地域で子育てを実践できるよう「地域の教育力」の向上を図ります。

【主要課題２】人権尊重教育の推進
【施策の方向性(２)】家庭や地域における教育・学習機会の提供

No.８　保護者・ＰＴＡへの意識啓発の促進
児童・生徒が性別にかかわらず自立した生き方ができるように、保護者に向けて社会的性別（ジェンダー）に捉われない生き方・考え方の啓発を行います。また、地域の人材
についても活用を図ります。



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆目標値：
・男性の受講者を増やす。
・定数（各回10名）を満たす申込。
◆期待される成果：
男性の家庭参画機会の増加。

◆公民館講座
男性が参加しやすい講座を開催する

◆男性も興味を持たれるような料理講座を実施した。
　・「手打ちそば入門」　3回：延べ22名　うち男性14名

以前より
下回った

◆男性が参加しやす
い講座として、3回
のうち1回は日曜日
に実施した結果、多
くの男性受講者に参
加していただいた
（22名中男性は14
名、延べ人数）。た
だし、高齢者の参加
が多いため、平日で
も男性の参加割合は
あまり変わらなかっ
た。
　令和6年度も今年
度と同様の時期に再
度開催を検討してい
る。

生涯学習課
（公民館）

【主要課題１】家庭における男女共同参画の推進
【施策の方向性(１)】男性の家庭参画の促進

【基本目標Ⅱ】
ワーク・ライフ・バランスの取組

No.１０　男性の家庭参画の推進
積極的な家庭参画を促す意識づくりや、実践的な学習の場となる講座を開催し、家庭参画に関する学習機会の充実を図ります。



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆父親の育児参加への意識が高まり、
参加・協力が促進される。

◆母親学級の2日コースの2日目を両親学級
として開催　年4コース（2日コース×8回実
施）
父としての出産・育児に向けての心構え、
母への理解・サポート方法等の講話や、妊
娠擬似体験、沐浴演習を実施

◆母親学級・両親学級の実施
父としての出産・育児に向けての心構え、母への理解・サポート方法等の
講話や妊娠擬似体験、沐浴演習を実施した。
計16日実施：延べ母72名・父34名（実　母39名・父34名）

目標値・
期待値に
近づいた

◆R6年度から経産婦
も参加できるように
しだが、参加者はい
なかった。

子育て支援課

◆男性の事業参加を増やし、育児の協
力、参加意識を高めることが期待でき
る。

◆児童館事業
　東児童館：「パパとあそぼう」、西児童館：「お父さ
んと遊ぼう」
【目的】父親と一緒にひとつの目標に取り組むことで、
父子のふれあいを深める。
【対象】幼児・小学生と父親　※講座内容により年齢設
定あり
【日程】「パパとあそぼう」…6/4(日)・10/22(日)
　　　 　 「お父さんと遊ぼう」…6/18(日)
◆子育て支援事業
  東児童館内子育て支援センター「はぴちる」：「親子
教室（父親対象・前後期各１回」
【目的】父親が一緒に遊びを楽しむ中で、子育てについ
ての情報交換や父親同士の交流を深める。
【対象】１、２歳児コースの幼児と父親
【日程】１歳児コース…前期5/21(日)・後期1/28(日)
　　　　  ２歳児コース…前期5/21(日)・後期1/28(日)
◆子育て支援事業
  東児童館内子育て支援センター「はぴちる」：「育児
講座こっこ」
　虹保育園内子育て支援センター虹：「育児講座キラキ
ラ」、「親子なかよし講座ピカピカ」
【目的】通常平日開催講座の開催曜日を父母共に参加し
やすいよう休日開催の回を設けることにより、講座をと
おして親子が楽しみながら学んだり、親子同士の交流を
深めたりしながら育児に対する活力と張りを持たせる。
また、託児サービスを行い、リフレッシュの時間を過ご
してもらう。
【対象】乳幼児と保護者　※講座内容により年齢設定あ
り
【休日開催日程】「育児講座こっこ」6/11（日）
「親子なかよし講座ピカピカ」7/1（土）
【託児開催日程】「育児講座こっこ」　9/11(月）
1/23（火）
「保護者のための救命講座」5/28(日）

◆児童館事業
　親子でひとつの目標に取り組むことで、ふれあいを深めた。
　東児童館「かぞくであそぼう」
　2回：延べ父6名、母11名、祖母1名
　　　　　 「リトミック教室」
　10回：延べ父50名、母142名、祖父1名
　　　　　 「いっしょにつくろう」
　3回：延べ父18名、母45名
　西児童館「パパの育児サークル」「西児パパと運動会!!」
　各1回：延べ父34名
◆子育て支援拠点事業
・「（父親対象）親子教室」（東児童館内子育て支援センター「はぴち
る」）
《1歳児》2回：延べ父15名、母21名
《2歳児》2回：延べ父11名、母16名
◆子育て支援事業
・（休日開催）「育児講座」
　通常平日開催講座の開催日を父母共に参加しやすいよう休日開催の回を
設け実施した。
　《東児童館内子育て支援センター「はぴちる」》
　・「育児講座こっこ」（9月）：父5名、母14名
　《子育て支援センター「虹」》
　・「育児講座キラキラ」（12月）：父3名、母12名
　・託児開催「育児講座」
　《東児童館内子育て支援センター「はぴちる」》
　・「育児講座こっこ」4回：延べ母25名

目標値・
期待値を
達成した

◆今後も引き続き、
市民に広く周知され
るよう啓発活動に取
り組んでいく

子育て支援課
（児童館）

◆親子の交流と体験活動の充実 ◆ウィークエンドいきいき体験教室や自然
観察会を開催する。
・ウィークエンドいきいき体験教室
「田んぼの学校」「わいわい料理体験教
室」
・自然観察会

◆ウィークエンドいきいき体験教室
　・「田んぼの学校」
　　地域の農家の方等に講師を依頼し実施した。
　　4回：延べ98名

　・「わいわい料理体験教室」
　　県の出前講座で講師を依頼し実施した。
　　4回：延べ51名

　・「自然観察会」
　　地域で自然観察、森林保全活動をする方に講師を依頼し実施した。
　　5回：延べ65名

以前より
変化なし

◆今後も休日に親子
で参加できる講座、
イベントの開催に努
めていく。

生涯学習課

No.１１　男性の育児参加の促進
両親学級や休日の親子参加イベントなどを通して、男性の育児参加を促進します。



◆父と子のコミュニケーションの充実
と図書館の更なる利用促進

◆父親向けおはなし会を開催する。 ◆父親向けおはなし会
　「お父さんと一緒に本を読もう！」
　4回：21名

目標値・
期待値を
達成した

◆今後も多種多様な
学習の機会、生涯学
習に関する情報の提
供に取り組む

生涯学習課
（図書館）

◆目標値：
男性の受講者を獲得する。
◆期待される成果：
男性の育児参加及び、家庭参画機会の
増加。

◆公民館講座
親子で参加が可能な講座を開催する。
親（父親）子ともに参加しやすいよう、夏
休み期間中や日曜日など、学校が休みの日
程で開催する。

◆親子で参加が可能な講座を実施した。
　・「手打ちそば入門」　3回：延べ22名　うち男性14名

目標値・
期待値を
達成した

◆親子で参加しやす
い日として3回のう
ち1回は日曜日の開
催としたところ、40
代父親が家族で参加
した（妻・子と合わ
せて4人で参加）。
　令和7年度も今年
度と同時期に開催を
検討している。

生涯学習課
（公民館）

目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆市男性職員の育児休業取得率
（次世代育成支援対策推進法及び女性
活躍推進法に基づく特定事業主行動計
画）
R元年度　0％
→R7年度　20.0％

◆育児休業・介護休業制度等について、制
度説明や環境整備に努める。

◆子が生まれ、新規に育児休業の取得対象となった男性職員に制度説明を
行い、男性職員の育児休業取得率の向上に努めた。

【令和6年度に新規に育児休業の取得対象となった男性職員の育児休業取
得率】
１００％

目標値・
期待値を
達成した

◆引き続き制度説
明・環境整備に努
め、取得率向上に繋
げる。 総務課

No.１２　男性の産休・育休の取得推進
育児休業・介護休業制度の普及定着に向けた市の率先行動として、市の男性職員が育児や介護に関わる機会を増やすことができるよう、多様な休暇制度の周知と職場環境の改
善に取り組みます。



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆白岡市子ども・子育て支援総合計画
に基づき、保育所等の整備を進めるこ
とで、必要な人が適切な保育サービス
を受けられる環境の構築を目指す。

◆保育を必要とする共働き家庭等に、必要
な保育サービスが提供できるよう、保育
所・学童保育所の定員の拡大や、保育所の
地域開放など、多様化する保育ニーズに応
じた子育て支援サービスの提供を進める。

◆待機児童の解消と保育環境の向上のため児童クラブの整備を行った。
・東第二児童クラブ　R6.2.1増築　定員60名

◆仕事と子育てが両立できるよう、保育サービスの充実に努めた。

目標値・
期待値に
近づいた

◆増大する保育需要
に対応するため、保
育所、学童保育所の
整備を計画的に進め
ていく。

こども保育課

目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆子育て支援に関する情報を容易に得
ることができ、ニーズに応じた各種
サービスの利用が促進され、安心して
子育てができる環境が構築される。

◆職業能力の開発を支援し、自立に向けた
援助を図るため、母子家庭等自立支援給付
金事業等を広報紙やホームページで周知す
る。
◆ひとり親家庭が健全で安定した生活を送
ることができるよう、窓口等での相談を充
実させ、適切な支援を行う。

◆母子家庭等自立支援給付金事業等をホームページにて周知した。
◆高等職業訓練促進給付金
　受給者：6名（女性6名）

目標値・
期待値に
近づいた

◆今後も引き続き市
民に広く周知される
よう啓発活動に取り
組んでいく。

こども保育課

◆子育て支援に関する情報を容易に得
ることができ、ニーズに応じた各種
サービスの利用が促進され、安心して
子育てができる環境が構築される。

◆「赤ちゃんの駅」について、ホームペー
ジや子育て支援ガイドブックを通じて、子
育て家庭向けに周知を行う。
◆子ども・子育て支援事業計画に基づき、
施策を実施する。

◆「赤ちゃんの駅」について、ホームページや子育て支援ガイドブックを
通じて、子育て家庭向けに周知を行った。
◆「子ども・子育て支援事業計画」に基づき施策を実施した。

以前より
変化なし

◆今後も引き続き市
民に広く周知される
よう啓発活動に取り
組んでいく。
◆令和7年度からは
「こども計画」に基
づき、施策を実施す
る。

子育て支援課

【主要課題１】家庭における男女共同参画の推進
【施策の方向性(２)】子育てサービスの充実

No.１３　保育所、学童保育所等事業の充実
待機児童の解消、保育環境向上のため、保育所や学童保育所などの整備・充実に努めます。

No.１４　子育てサービスの充実
ファミリー・サポート・センター事業や訪問型子育て支援の実施など、安心して子育てができる環境整備の推進、サービスの充実に努めます。



◆サポートをとおて安心して子育てが
できる環境を整え、子育て支援の充実
につなげることができる。

◆訪問型子育て相談
　未就学児のいる家庭や転入間もないかた
や子育てについて近くに相談する人がいな
いかた、どこに相談したらよいかわからな
いかた等に対し訪問、傾聴することで、子
育ての孤立を防ぐ。
◆ファミリー・サポート・センター事業
　・入会説明会
【対象】会員登録希望者
【日程】毎月第3土曜日　※希望により臨時
あり
　・研修会及び交流会
【目的】協力会員として活動するために必
要な実技を身につけたり情報交換を行い、
相互援助活動の質の維持、向上に努める。
【対象】協力・両方会員及び協力会員に興
味のある方
【日程】事前研修会…毎月第3土曜日　※希
望により臨時あり
　　　　 研修会及び交流会…6/7(水)・
10/3(火)・10/23(月)
◆緊急サポートセンター事業
　・保育サポーター講習会
【対象】サポート会員入会希望者
【日程】10/23（月)・10/27(金)・
10/30(月)・11/1(水)

◆訪問型子育て相談
　相談:0件

◆ファミリー・サポート・センター
　連日の協力依頼に対しては、複数の協力会員で活動ができるようにし、
協力会員の負担軽減、依頼要望の受け入れに努めた。
　・入会説明会（毎月第3土曜日及び随時）：定期12回、随時27回
　・研修会(3回)：延べ23名
　・交流会(1回)：13名
　・会員数：539名
　・活動件数：1,290件

◆緊急サポートセンター事業
　・サポーター養成研修会(4日間)：延べ10名
　・活動件数：28名

以前より
変化なし

◆今後も引き続き、
市民に広く周知され
るよう啓発活動に取
り組んでいく

子育て支援課
（児童館）



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

No.１５　子育て支援の充実
子育ての悩みを気軽に相談できるよう各種相談を充実させ、利用促進を図ります。また、親子の情報交換や交流の場づくりを推進します。

◆相談体制、親子参加事業の充実によ
り育児不安や乳幼児の健全育成につな
げることができる。

子育て中の親たちが抱いている身近な育児
についての相談や指導に応じるとともに、
育児不安の解消を図り乳幼児の健全育成を
図る。
○子育て支援拠点4施設にて実施
　・東児童館内子育て支援センター「はぴ
ちる」
　・西児童館内子育てサロン「らぶちる」
　・高岩保育所内子育てサロン「ぷりち
る」
　・虹保育園内子育て支援センター虹
【目的】子育て支援センター及び子育てサ
ロンにおいて、「親子教室」では、同じ年
齢の子どもと親が一緒に遊びを楽しむ中
で、子育てについての情報交換や親同士の
交流を深め、親子が共に育つ場作りをす
る。また、「育児講座」では、親子が楽し
みながら学んだり、時にはリフレッシュの
時間を過ごすことで、育児に対する活力と
張りを持たせる。
【対象】「親子教室」：0～2歳児の親子
　　　　　「ぷち・親子教室」：6～12箇月
の親子
　　　　　「育児講座」：乳幼児と保護者
※講座内容により年齢設定あり

◆子育て支援事業「子育て相談」
　育児相談の不安解消を図ることを目的として実施した。
　《相談件数》
　・東児童館内子育て支援センター「はぴちる」：14件
　・西児童館内子育てサロン「らぶちる」：24件
　・高岩保育所内子育てサロン「ぷりちる」：16件
　・子育て支援センター「虹」：61件
　・子育て支援センター「いろどり」：0件
◆子育て支援事業「親子教室」（対象）0～2歳児・「ぷち・親子教室」（対象）6
～12箇月
　子育て支援センター及び子育てサロンを運営し、乳幼児とその保護者を対象と
した親子講座を実施した。
　《東児童館内子育て支援センター「はぴちる」》
　　「親子教室」72回：延べ1,026名・「ぷち・親子教室」12回：延べ106名
　《西児童館内子育てサロン「らぶちる」》
　　「親子教室」72回：延べ1,189名・「ぷち・親子教室」12回：延べ146名
　《高岩保育所内子育てサロン「ぷりちる」》
　　「親子教室」72回：延べ596名・「ぷち・親子教室」12回：延べ100名
　《しらおか虹保育園内子育て支援センター「虹」》
　　「親子教室」72回：延べ496名・「ぷち・親子教室」12回：延べ167名
　《白岡みちのこ保育園内子育て支援センター「いろどり」》
　　「親子教室」36回：延べ320名・「ぷち・親子教室」3回：延べ22名

◆子育て支援事業
・（平日開催）「育児講座」・「親子なかよし講座」
　子育て支援センター及び子育てサロンを運営し、乳幼児とその保護者を対象と
した育児講座・親子なかよし講座を実施した。
　《東児童館内子育て支援センター「はぴちる」》※9月休日開催除く
　　「育児講座こっこ」11回：延べ135組281名
　《西児童館内子育てサロン「らぶちる」》
　　「育児講座スマイル」12回：延べ109組220名
　《高岩保育所内子育てサロン「ぷりちる」》
　　「育児講座ママスタディ」12回：延べ92組189名
　《しらおか虹保育園内子育て支援センター「虹」》
　　「育児講座キラキラ」12回：延べ141組306名
　　「親子なかよし講座ピカピカ」15回：延べ100組207名

目標値・
期待値を
達成した

◆今後も引き続き、
市民に広く周知され
るよう啓発活動に取
り組んでいく

子育て支援課
（児童館）



◆母子保健事業を啓発することで妊
娠・出産・育児に関する知識の普及が
なされる。
◆相談体制の充実により、出産・子育
て世代の親の不安の解消や適切な支援
がなされる。

◆母親学級の実施（年4コース）
　母親同士の交流の場を提供し、情報交換
をとおして育児支援を図る。R6年度から経
産婦も対象とする。
◆乳幼児健康相談（月2回）・栄養相談、離
乳食教室（各月1回）の実施
　保健師、管理栄養士による月齢に合わせ
た相談支援を行う。
◆フォロー相談の実施（24回／年）
　臨床心理士による育児支援、精神的援助
を行う。
◆運動発達相談の実施（6回／年）
　理学療法士による運動発達についての相
談を行う。
◆乳幼児クリニックの実施（6回／年）
　乳幼児健診後のフォローや個別相談にお
いて、経過観察が必要なケースに対して小
児科医師による診察、相談を行い、保護者
の不安解消を図り、必要時医療機関などを
紹介し適切な受診につなげる。
◆子育て支援事業を、市のホームページや
広報紙に掲載、毎年3月に保健事業等予定表
を全戸配布。

◆母親学級の実施
　計16日実施：延べ母72名・父34名（実　母39名・父34名）
◆乳幼児健康相談、栄養相談、離乳食教室の実施
　・健康相談　24回：延べ300名
　・栄養相談　12回：延べ52名
　・離乳食教室　12回：延べ56名
　・身体計測 　24回：延べ83名
◆フォロー相談の実施
　24回：延べ81名
◆運動発達相談の実施
　6回：延べ26名
◆乳幼児クリニックの実施
　6回：延べ18名
◆子育て支援事業を市のホームページや広報紙に掲載、3月に保健事業等
予定表を全戸配布した。
◆子育て支援アプリ「はぴモ」を導入し、子育て世代が必要な情報を得や
すい環境を整備した。

目標値・
期待値に
近づいた

◆R5年度から、理学
療法士による運動発
達相談を開始し、R6
年度から母親学級
は、経産婦も参加で
きるようにした。

子育て支援課

目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆全ての人が、希望する相談や学習の
機会を得ることができる。

◆女性の相談室、男女共生セミナー開催等
の際に子の一時預かりを実施する。

◆白岡市母子愛育会に協力いただき、子の一時預かりを実施した。
・女性の相談室：1名

目標値・
期待値に
近づいた

◆今後も、託児が利
用できる事業が増え
るよう努めていく。

全庁

No.１６　セミナー等開催時の一時預かりの実施
子育て家庭が、セミナーや相談事業に参加しやすいように、一時預かりを実施します。また、市ホームページ、SNSなどを活用し周知に努めます。



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆第２層生活支援体制整備協議体を設
置し、高齢者の居場所づくりや住み慣
れた地域で暮らしていくための地域づ
くりに取組む。

◆定期的にオレンジ保健室を開催し、
要介護高齢者、介護している家族、地
域住民及び医療・介護の専門職が互い
に情報共有し、地域のつながりを持つ
場として開催されるよう支援する。

◆高齢者が重度の要介護状態となっても住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の
最後まで続けることができるよう、医療・
介護・予防・住まい・生活支援が日常生活
の場で途切れることなく提供できる地域で
の体制づくりをしていく。
◆既存の相談支援等の取組を活かしつつ、
複雑化・複合化した支援ニーズに対応する
包括的な支援体制を構築するため、国が示
す新たな事業である「重層的支援体制整備
事業」の実施に向けて関係課と連携してい
く。
◆高齢者を介護している家族の身体的・精
神的・経済的負担の軽減や要介護高齢者の
在宅生活の継続・向上を図るためのサービ
スを提供するとともに、地域の高齢者の暮
らしや健康等を総合的に支援する地域包括
支援センターを中心に家族介護支援に関す
るサービスや介護者同士の交流の場などの
情報提供をしていく。

◆生活支援体制整備協議体で高齢者の居場所づくりやささえあいの体制を
構築するための意見交換を定期的に実施した。

◆地域の高齢者の暮らしや健康等を総合的に支援する機関として設置して
いる地域包括支援センターと連携し、介護、医療、福祉、保健、権利擁護
等の様々な制度や地域の社会資源の情報提供・相談対応を行った。

◆月1回オレンジ保健室を実施し、要介護高齢者、介護している家族、地
域住民及び医療・介護の専門職が互いに情報共有するとともに、地域のつ
ながりを深める機会を作った。

以前より
変化なし

◆引き続き、各事業
を実施し、全ての人
が地域でいきいきと
生活ができるよう、
福祉・介護サービス
や相談対応の充実に
努めていくととも
に、介護者への支援
や交流の場などにつ
いて情報提供を行っ
ていく。 高齢介護課

◆地区の民生委員・児童委員を「知っ
ている」という割合
（地域福祉計画）
Ｒ元年度　54.5％
→Ｒ7年度　65.0％

◆必要に応じて、障害福祉サービス等の福
祉サービスの案内及び支給決定を行う。
また、経済的に困窮している世帯に対し相
談支援を行うとともに適切な社会資源の適
用を行う。
◆必要に応じて、障害福祉サービス等の福
祉サービスの案内及び支給決定を行う。
（削除）上記と同じため

◆窓口等で各種申請を受理するとともに、必要に応じて、福祉サービスの
案内及び相談に対応した。

◆経済的に困窮している世帯に対し相談支援を行い、適切な社会資源の適
用を行った。

●令和元年度54.5％
目標値・
期待値に
近づいた

◆引き続き窓口等で
各種申請を受理する
とともに、必要に応
じて、福祉サービス
の案内及び相談に対
応する。
◆引き続き経済的に
困窮している世帯に
対し相談支援を行
い、適切な社会資源
の適用を行う。

福祉課

No.１７　福祉・介護サービスの充実
全ての人が地域でいきいきと生活ができるよう、福祉・介護サービスや相談対応の充実に努めます。また、介護者への支援や交流の場などについて情報提供を行います。

【主要課題１】家庭における男女共同参画の推進
【施策の方向性(３)】福祉サービスの充実



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆母子健康手帳の交付：妊娠の届出時に状況を
伺い出産後への継続支援を行う。
◆妊娠8か月時にアンケートを実施、必要時保
健師による面談を行う。
◆妊婦一般健康診査（14回）、妊婦歯科健康診
査、産婦健康診査：母子健康手帳と併せて健診
費用の助成券・健診票を交付。R6年度から多胎
妊婦に対して妊婦健康診査助成券の追加交付
（5回分）を開始。
◆母親学級を開催：年4コース（2日コース×2
回　）開催
「妊娠･出産・育児」について保健師、助産
師、管理栄養士の講話を実施
＜2日コース 1日目＞「お産の経過、妊娠中の
健康管理」講師:助産師・「妊娠中の栄養管
理」講師：管理栄養士
＜2日コース 2日目＞「新生児の保育」「沐浴
演習」 講師:保健師
◆不育症・不妊症検査費助成事業の実施：不育
症検査・不妊検査を受けている夫婦に、その治
療費等に要する費用の一部を助成。
◆各乳幼児健康診査の充実　各健診：月1回ほ
か
R6年度から1か月健診（個別健診）費用助成の
開始、4か月児、10か月児、1歳6か月児、2歳6
か月児歯科健診（個別歯科健診）、3歳児

◆母子健康手帳の交付
　届出件数：343件
◆妊婦一般健康診査・妊婦歯科健康診査・産婦健診
　母子健康手帳と併せて健診費用の助成券を交付した。
◆妊娠8か月時アンケートの実施、必要時保健師による面談を行った。
◆母親学級の実施
　計16日実施：延べ母72名・父34名（実　母39名・父34名）
◆不育症・不妊症検査費、不妊症治療費助成事業の実施
　不育症検査助成：１件
　不妊検査助成：22件
◆各乳幼児健康診査の実施
　4か月児　12回：324名
　10か月児　12回：337名
　1歳6か月児　12回：349名
　3歳児　12回：359名
　2歳6か月児歯科健診：189名

目標値・
期待値に
近づいた

◆R5年度から、伴走
型支援と経済的支援
（出産・子育て応援
給付金）事業を開始
し、伴走型支援とし
て妊娠8か月時にアン
ケートを実施、必要
時保健師による面談
を行う。令和7年度か
ら妊婦のための支援
給付金として継続実
施する。
◆R5年度から、母子
保健担当が、子育て
支援課に組織改編さ
れ、母子保健部門と
児童福祉部門の連携
が図られた。
◆R6年度から多胎妊
婦に対して妊婦健康
診査助成券の追加交
付（5回分）、1か月
児健康診査・おたふ
くかぜ予防接種の費
用助成を開始。

◆母子健康手帳の交付：妊娠の届出時に状 ○母子健康手帳の交付 目標値・ ・R5年度から、伴走

子育て支援課

◆母子保健事業を啓発することで妊
娠・出産・育児に関する知識の普及が
なされる。
相談体制の充実により、出産・子育て
世代の親の不安の解消や適切な支援が
なされる。

【主要課題２】生涯を通じた健康づくり
【施策の方向性(１)】女性の健康管理の充実

No.１８　妊娠・出産に関わる健康管理の充実
妊娠した女性や出産後の母子が健康を保持できるように、健康診査や健康相談、育児指導などライフステージや成長段階に応じて必要な母子保健事業等を充実します。



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆1年間に健康診査を受けていない人
の割合
（健康増進計画）
H30年度　25.6％
→R6年度　20.0％

◆1年間に何らかのがん検診を受けて
いない人の割合
（健康増進計画）
H30年度　52.1％
→R6年度　40.0％

◆がん検診の実施
・胃がん、肺がん、乳がん、子宮頸がん、
大腸がんの各検診を実施（6月～12月）
◆胃、肺がん、乳、子宮頸がん検診をそれ
ぞれ同時実施
・女性がん検診時に託児を実施
・広報にがん検診お知らせを掲載(6月号か
ら12月号）、特集記事の掲載（9月号）
・公用車へPRマグネット装着、PR用ポロ
シャツの着用
・対象者にがん検診受診券ハガキを郵送（5
月）
・がん検診推進事業対象者で未受診者に受
診再勧奨ハガキを郵送（10月）
・20歳からの骨密度測定を実施

◆胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がん（6月～翌1月）各検診
を実施
・各検診をそれぞれ同時実施した。
・女性がん検診時に託児を実施した。
・広報に毎月がん検診のお知らせを掲載した。
・がん検診PRのため、公用車へPRマグネット装着、PR用ポロシャツの着
用、駅ギャラリーにがん検診啓発パネルを掲示した。
・がん検診対象の市民にがん検診受診券ハガキを郵送した。（5月）
・無料クーポン券対象者のうちの未受診者に対し、勧奨はがきを郵送し
た。（10月）
実施期間を1か月延長し実施した。

◆がん検診実施状況
・胃がん：782名
・肺がん：1,193名
・乳がん：1,083名
・子宮頸がん：1,170名
・大腸がん：1,929名

◆がん検診推進事業
・乳がん：48名
・子宮頸がん：4名
・HPV：38名
・大腸がん：25名

以前より
変化なし

◆検診の個別化を進
めるため、胃がん検
診（内視鏡検査）を
導入。委託医療機関
の確保について検討
する。
◆がん検診対象者に
は5月に「がん検診
受診券」を送付し、
勧奨する。
◆20歳代～30歳代の
かたには、乳幼児健
診等で検診の周知を
行う。 健康増進課

目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆検診、相談等の事業を実施すること
で健康の維持・増進につながることが
できる。

◆健康・栄養相談の実施（2か月に1回）
◆がん検診時、パンフレット置き場に日程
案内を設置
◆保健師、栄養士等の適正配置
◆庁舎1階の課で事業の日程案内等のちらし
や啓発品の配布
◆出前相談（講座）ができる場の情報収集
と実施

◆健康・栄養相談の実施（保健センター内、偶数月1回）
　計6回：延べ44名（健康相談：46、栄養相談：12名）

◆がん検診実施時、パンフレット置き場に日程案内を設置した。

◆骨粗しょう症健診実施日と同日時で実施した（健康相談20件） 目標値・
期待値に
近づいた

◆新規相談者が少な
いため、他事業と合
わせて実施を検討す
る。

健康増進課

No.１９　健康診査機会の拡充
市民の主体的な健康管理を推進するために、各種健（検）診の受診についての周知・啓発や受診しやすい環境づくりを進め、受診率の向上を図ります。

【主要課題２】生涯を通じた健康づくり
【施策の方向性(２)】ライフステージに沿った健康づくり

No.２０　相談事業の充実
利用しやすい健康・栄養相談の体制を整備し、関係機関と連携して健康の維持・増進を支援します。



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆健康に関する教育・啓発事業を行う
ことで、健康に関する意識を向上し行
動に移せるようになる。

◆健康教室の実施
生活習慣病予防教室の開催 4回1コース（R5
年2月～3月）
女性の健康教室・こころの健康教室の開催
◆健康マイレージ事業の実施
埼玉県において実施しているコバトン健康
マイレージ事業に参加し、18歳以上の市民
を対象に、積極的なウォーキング等の運動
の習慣化を図る。
◆ヘルスアップ運動教室の実施(4回)
健康運動指導士による自宅でできるスト
レッチやソフトエアロビクスなど。

◆コバトンALKOOマイレージ事業
　登録者数：497名（3/31現在）
◆ヘルスアップ運動教室
　3回：延べ43名
◆健康教室の実施
　「今日からできる糖尿病予防講座」
　1日目：運動編（15名）
　2日目：栄養編（15名）
◆女性のための健康教室の実施
　運動コースと栄養コースに分けて実施
　運動コース：11名
　栄養コース：6名
◆健康マイレージイベントの実施
　親子（小学生）イベント1回実施　11名
◆こころの健康講座を実施
　「睡眠とこころの健康」　23名
◆乳幼児健診等で教室や講座のちらしを配布し周知をした。

目標値・
期待値に
近づいた

◆アプリの登録者の
増加、健康関心層を
増やすための方法を
検討する
・若い層へSNSを通
した周知

健康増進課

◆スポーツを週1回以上行う市民（市
民意識調査で「運動やスポーツを週1
回以上行っている」と回答した市民）
の割合
《R元：42％→Ｒ8：49％》
【第3期白岡市教育振興基本計画よ
り】

◆スポーツ教室の実施
・「ニュースポーツ教室」市内全小学校等
で1回ずつ年8回実施予定。休日にスポーツ
教室を実施し、多くの市民の健康及び体力
の保持増進に努める。
◆市民ウォーキングの実施
・年1回実施予定
観光地等をウォーキングすることで、楽し
みながら健康及び体力の保持増進に努め
る。

◆スポーツ教室の実施
　こどもから大人まで一緒に楽しめるバリアフリーなスポーツモルック教
室を開催した。
　7回：108名

◆市民ハイキングの実施
　1回：36名 目標値・

期待値に
近づいた

◆スポーツ教室につ
いては、様々な種類
のスポーツを実施
し、多くの方に参加
いただけるよう周知
を行う。
◆市民ハイキングに
ついては、幅広い年
齢の方に参加いただ
けるような開催地を
検討し、満足度が高
くなるようスポーツ
推進委員と協力して
行う。

文化・スポー
ツ振興課

No.２１　健康に関する教育・啓発の充実
生涯にわたって健康に暮らせるよう、健康づくり、食育推進に関する学習や運動・スポーツの機会の提供や啓発活動を行います。



◆目標値：
運動関係講座の参加者を増やす。
◆期待される成果：
生涯学習に参加することで、健康への
意識づけが促され、予防医療の一助と
なることを期待する。

◆公民館講座（市民企画講座を含む）
市民が心身の健康に関心を持ち、生活に取
り入れながら気軽に楽しめる運動・学習の
講座を開催する。

◆市民が心身の健康に関心を持ち、生活に取り入れながら気軽に楽しめる運動・
学習の講座を開催した。
　・「めぐりをよくして不調解消ストレッチ（全年齢対象）」　3回：延べ9名
　・「はじめてのピラティス」　5回：延べ55名
　・「軽運動（ヨガ）」　4回：延べ45名
　・「卓球教室（初級）」　5回：延べ46名
　・「健康朗読教室」　5回：延べ70名
　・「上半身スッキリヨガ講座」　3回：延べ36名
　・「下半身スッキリヨガ講座」　3回：延べ31名
　・「＜70歳以上限定＞めぐりをよくして不調解消ストレッチ」　3回：延べ16名
　・「めぐりをよくして不調解消ストレッチ」　3回：延べ40名
　・「健康朗読教室」　4回：延べ56名
　・「はじめてのピラティス」　10回：延べ105名
　・＜１８歳以上対象＞木曜卓球教室（初級）　5回：延べ26名
　・＜全年齢対象＞日曜卓球教室（初級）　5回：延べ37名
　以下の講座は市民企画講座として開催した。
　・「気功八段錦太極拳」　4回：延べ49名

以前より
下回った

◆公民館講座の中で
も気軽にできる軽運
動の講座は,来館者
の大部分を占める高
齢者や女性の人気を
集め、例年多くの方
に受講いただいてい
る。
　コロナ禍の中にお
いても一定の受講者
を集めていたが、感
染拡大状況の落ち着
きとともに開催講座
数及び受講者を増や
すことができた。
　令和3年度8講座
227名
　令和3年度14講座
318名
　令和5年8講座
996名
　令和6年度14講座
621名
　今後も継続して開
催し、市民の健康増
進につなげていきた
い。
　

生涯学習課
（公民館）



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆コロナを原因とした失業者等へ再就
職につながるよう有効な求人情報の提
供を行う。

◆女性活躍セミナーでは、より多くの
方に気軽に参加いただけるようなテー
マや時間帯で実施する。

◆国や県から提供されるパンフレットを配
布し、情報提供を行う。
◆春日部、大宮のハローワークと連携し、
求人情報を定期的に入手し、市役所窓口に
おいて閲覧を実施する。
◆求職者に対し、ハローワーク求人情報オ
ンラインサービスを活用し、毎日更新され
る最新の求人情報を提供する。
◆労働に関する相談窓口の問合せなどに対
して迅速に対応するため、担当機関の情報
収集に努め、情報提供及び相談窓口の照会
を行う。
◆女性の就労を支援するため、女性活躍推
進セミナーを市単独で実施する。
◆女性の就労を支援するための就職支援セ
ミナーを埼玉県・蓮田市との合同で実施す
る。
◆セミナーの開催にあたり、開催時間や、
託児サービスなど女性が参加しやすい環境
に配慮する。

◆国や県から提供されるパンフレットを庁舎窓口にて配布し、情報提供を
実施した。
◆春日部、大宮のハローワークと連携し、求人情報を定期的に入手し、窓
口にて閲覧を実施した。
◆求職者に対し、ハローワーク求人情報オンラインサービスを活用し、毎
日更新される最新の求人情報を提供した。
提供者数：11名
◆労働に関する相談窓口の問合せなどに対して迅速に対応するため、担当
機関の情報収集に努め、情報提供及び相談窓口の紹介を行った。
◆令和6年12月17日に、在宅ワーカー育成セミナー入門コース（埼玉県と
の共催）をオンライン形式（Zoom）で実施した。
「在宅ワークの基本ポイント」
◆令和7年1月15日に、「就職座談会 in 白岡」（埼玉県との共催）をはぴ
すしらおかで実施した。
参加者：9名（女性2名、男性7名）

目標値・
期待値に
近づいた

◆今後も参加しやす
いテーマや環境を継
続しながら実施して
いく。
◆埼玉県との共催事
業を積極的に活用し
ていく。

商工観光課

目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆市のホームページや広報紙を活用し
制度の周知を行う。

◆勤労者及び事業主の就労に関する意
識の啓発が図られる。

◆国や県から提供されるパンフレットを配布し、情報提供を行う。◆国や県から提供されるパンフレットを庁舎窓口にて配布し、情報提供を
実施した。

以前より
下回った

◆埼玉県との共催事
業を積極的に活用し
ていく。

商工観光課

【主要課題１】男女が共に働きやすい環境づくり
【施策の方向性(１)】多様な働き方ができる環境づくり

No.２２　就労に関する支援
良好な就労環境で働くことができるよう、ハローワークなどの求人情報の提供を行います。また、相談体制の充実に努めます。

No.２３　就労に関する法・制度の周知、啓発
勤労者及び事業主に対して、女性の参画や職業と家庭の両立に関する法・制度の周知や活用促進を、関係機関と協力して進めます。

【基本目標Ⅲ】
一人一人が活躍できるまち



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆資料等について、庁舎内に掲示し、
広く周知を図る。

◆県等との連携を図り、職業能力開発セン
ターや高等技術専門学校の入校案内などの
パンフレットを配布するとともに広報紙に
よる技能取得講座の案内を実施する。

◆県との連携を図り、職業能力開発センターや高等技術専門学校の入校案
内などのパンフレットを配布した。
◆広報紙による技能取得講座の案内を実施した。

以前より
変化なし

◆市のホームページ
や広報紙により市民
へ情報提供を行う。

商工観光課

目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆毎年参加受講者が多い人気セミナー
を継続的に実施していく。

◆参加者に配慮した内容、サービスの
実施による受講者の増加。

◆ハローワーク求人情報提供サービスを活
用し、毎日更新される求人情報を求職者に
提供する。
◆商工会と連携し、創業希望者向けのセミ
ナーを開催する。
◆埼玉県産業振興公社との共催によるセミ
ナーを実施する。
・起業に関する初歩的なセミナーを開催す
る。
◆セミナーの開催にあたり、開催時間や、
託児サービスなど女性が参加しやすい環境
に配慮する。
◆セミナー後、参加者にアンケートを取
り、意見・要望等を調査する。

◆ハローワーク求人情報提供サービスを活用し、毎日更新される求人情報
を求職者に提供した。　　提供者：11名
◆埼玉県産業振興公社との共催によるセミナーを実施した。
「起業へ一歩前進セミナー」
参加者：18名（女性7名・男性11名）
◆埼玉りそな銀行白岡支店が主催した創業セミナーの後援を行った。
「先輩経営者から学ぶ創業セミナー」
参加者：20名（女性：11名・男性9名）

目標値・
期待値に
近づいた

◆今後も同様のセミ
ナーを継続的に開催
し、起業に関する支
援を行っていく。
◆起業後のフォロー
アップを充実させ
る。

商工観光課

【主要課題１】男女が共に働きやすい環境づくり
【施策の方向性(２)】女性のチャレンジ支援

No.２４　職業能力の開発と支援
技術や職業能力の開発、情報や学習機会の提供などを通じ、就職や再就職などを希望する女性に対して、職業能力開発のための支援を行います。

No.２５　起業・再就職に関する支援
起業や再就職を希望する女性に対して、各種情報提供を行うとともに、関係機関と連携したセミナーを開催し、学習・相談機会の提供を行います。



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆市の審議会等における女性委員の割
合
【R3年度:26.7％→R7年度:30.0％】
（地域振興課）
◆行政区（自治会）区長・区長代理に
占める女性の割合
【R3年度:6.7％→R7年度:10.0％】
（地域振興課）

◆審議会等への女性委員の参画状況等の調
査を通じ、新規組織の立ち上げや、委嘱替
えなどに女性委員を積極的に登用するよ
う、職員に対し意識づけをする。

◆女性委員参画率調査を依頼する際に、女性委員の積極的登用について文
書で全庁に周知し、職員に意識づけを行った。

●市の審議会等における女性委員の割合
R6年度：24.3％

●行政区（自治会）区長・区長代理に占める女性の割合
R6年度：8.6％

目標値・
期待値に
近づいた

◆引き続き、全庁に
女性委員の積極的登
用の重要性を周知
し、意識づけを行っ
ていく。 地域振興課

【主要課題２】男女が共に働きやすい環境づくり
【施策の方向性(１)】審議会委員等への女性の登用推進

No.２６　審議会等への女性の参画の促進
政策・方針決定の場への女性の参画を進めるため、審議会等への女性委員の登用を促進します。



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆地域や行政区の手伝い、ボランティ
ア活動などに「よく参加している」と
「参加している」の割合の合計
（地域振興課）
R元年度　10.6％
→R7年度　30.0％

◆審議会等への女性委員の登用に活用でき
るよう、研修、講座開催における講師など
の女性の人材情報の収集を行う。
◆毎年、実施している行政区長会の県外視
察研修において、地域づくりに関わる研修
を視察し、性別、年齢などを超えて多くの
地域住民が関わっていく自治活動を学ぶ。
◆参画と協働のまちづくりサポーター制度
による登録者へのボランティア情報等の提
供や参画と協働の市民活動掲示板での情報
掲示を通じて、地域活動・ボランティア活
動の促進を図る。
◆シニア層などの地域活動への参加を促進
する。
◆男女共同参画推進委員の所属団体を始
め、各団体へ意識啓発を行う。

行政区長会視察研修の実施（2/4～5）福島県双葉郡富岡町・いわき市19名
参加
◆参画と協働のまちづくりサポーター制度による登録者へのボランティア
情報等の提供や参画と協働の市民活動掲示板での情報掲示を通じて、地域
活動・ボランティア活動の促進を図った。
◆市政等の情報提供を充実させるため、参画と協働のまちづくりサポー
ター制度による情報提供を行っている。
・令和6年度4回 以前より

変化なし

◆今後も事業を通し
て地域活動の機会を
提供し、ボランティ
ア情報の周知を図
る。

地域振興課

◆生涯学習活動の推進 ◆ペアーズバンクの充実を図る。
市公式ホームページにペアーズバンク（ペ
アーズリーダー・ペアーズサークル）の情
報を掲載し、子どもから高齢者、また性別
にとらわれることなく情報提供を行う。
◆ペアーズアカデミーにおける各種講座の
実施。5ジャンル、5講座、15回を実施予
定。
◆社会教育関係団体の支援
社会教育関係団体登録制度により、社会教
育関係団体の地域活動を支援する。

◆ペアーズバンクの充実
　市公式ホームページにペアーズバンク（ペアーズリーダー・ペアーズ
サークル）の情報を掲載し、子どもから高齢者、また性別にとらわれるこ
となく情報提供し、市民の相互学習の機会を高め、生涯学習の推進を図っ
た。

◆ペアーズアカデミー
　5講座、15回、延べ269名

◆社会教育関係団体等への登録
　女性で構成された団体を含めた社会教育関係団体に対し登録の更新を促
し、社会教育施設を利用した地域活動を支援した。

以前より
変化なし

◆今後も多種多様な
学習の機会、生涯学
習に関する情報の提
供に取り組む

生涯学習課

【主要課題２】男女が共に働きやすい環境づくり
【施策の方向性(２)】地域・社会活動における男女共同参画の促進

No.２７　地域活動・生涯学習機会の提供
ペアーズアカデミーなどを通じて多様な学習機会を提供し、女性の人材育成や地域活動参画を推進します。



◆図書館の利用促進 ◆図書館講座を開催する。 ◆図書館主催講座の開催
・歴史講座
　「白岡市と近隣の古文書で見る江戸時代」
　1回2日間：延べ34名
・文学講座（東洋大学講師派遣事業共催）
　「百人一首を味わう」
　1回：39名
・図書館ボランティア体験講座
  1回2日間：延べ12名

目標値・
期待値を
達成した

◆今後も多種多様な
学習の機会、生涯学
習に関する情報の提
供に取り組む

生涯学習課
（図書館）

◆目標値：
市民企画の参加団体を増やす。
◆期待される成果：
市民と行政が協力し、質の高い学習の
場を市民に提供することが期待でき
る。

◆市民企画講座
市民と行政が協力して豊かな地域社会を築
くとともに、地域文化の振興と住民の福
祉、健康の増進を図り、より質の高い学習
の場を市民に提供するため、市民自らが企
画・運営する「市民企画講座」を開催する
（公民館講座の枠内で開催する。）。

◆市民企画講座（公民館講座の枠内で開催）
　・「くらしの学校」　4回：延べ51名
　・「気功八段錦太極拳」　4回：延べ49名

以前より
下回った

◆市民企画講座の申
請及び講座の開催は
少なかったが、今後
も市民企画講座制度
の趣旨に照らして、
市民協働につながる
大切な取り組みとし
て力を入れていきた
い。

生涯学習課
（公民館）

目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆国際社会への理解促進と地域活動の
活性化が期待される。
◆交流を通じ、地域で暮らす人々の生
活を豊かにする。

◆市民と外国人の交流を図るため、国際交
流オープンサロンを開催し機会を確保す
る。
◆日本語教室を開催し、外国人にとって日
常生活に必要不可欠な日本語学習を支援す
る。

◆オープンサロン：5回　計262人
日本語教室：91回　計1,592人
日本語学習支援ボランティア養成講座：3回
計118人

以前より
変化なし

◆今後も事業を通し
て市民と外国人の交
流を深めることがで
きるよう、周知して
いく。

地域振興課

No.２８　国際社会への理解と交流の促進
男女共同参画に関する国際的な動向を知るとともに国際社会への理解を深めるため、外国人との交流の機会を確保します。また、国際交流活動団体の支援や市内の外国人への
様々な支援を行います。



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆自主防災組織等を通じ、女性の視点
による避難所運営の参加と理解を促
す。
◆衛生用品等の備蓄の重要性を周知啓
発する。
◆女性や子どもに配慮した避難所運営
が可能となる。

◆男女共同参画の視点を取り入れた防災対
策・避難所運営の理解促進を図る。
◆女性のニーズに対応する衛生用品等の防
災用品の備蓄を行う。

◆備蓄用粉ミルク・液体ミルクを購入した。
◆健康増進課を通じて、定期健診に来場する保護者へ備蓄ミルク等を配布
した。
◆アレルギー対応の乳幼児向け防災食を購入した。
◆幼児用紙おむつを購入するにあたり、子育て経験のある職員等に聞き取
りを行い、サイズ別の購入数を決定した。また、敏感肌用の紙おむつとし
た。
◆ジェンダー視点からみた避難所に係るワークショップを埼玉県と合同で
実施した。

目標値・
期待値を
達成した

◆今後も、引き続
き、防災分野におけ
る男女共同参画の啓
発をすすめ、必要な
備蓄品を整備してい
く。

安心安全課

目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆自主防災組織等を通じ、防災訓練や
講習会における女性の参加を促す。
◆女性や子どもに配慮した避難所運営
が可能となる。

◆災害時の活動に女性が重要な役割を果た
すことができるよう、防災訓練や防災リー
ダー養成講習会への女性の参画を促す。

◆防災講習会等への女性参画を促した。
◆乳幼児向け防災食購入の検討にあたり、保健師に意見聴取し、購入し
た。
◆幼児用紙おむつを購入するにあたり、子育て経験のある職員に意見聴取
を行った。

目標値・
期待値を
達成した

◆今後も、引き続
き、防災訓練等への
女性参画を促してい
く。

安心安全課

No.２９　防災分野における男女共同参画の意識啓発
男女共同参画の視点を取り入れた防災対策・避難所運営・復興体制について意識啓発を行います。

【主要課題２】男女が共に働きやすい環境づくり
【施策の方向性(３)】防災等における男女共同参画の推進

No.３０　防災分野における女性の参画拡大
防災や災害時の活動に女性が重要な役割を果たすことができるよう、自主防災組織などの地域の防災会議や防災訓練、防災リーダー養成講習会への女性の参画を促します。



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆正しい知識を理解する機会を提供す
ることで、未然にDVを防ぐことが期待
される。

◆市広報紙・ポスター掲示・チラシ配布・
パネル展等により、DVの防止及びDVについ
ての意識啓発、情報提供に努める。
◆市広報紙にDVについての記事を掲載す
る。
◆成人式出席者へ、啓発品を配布する。

◆市ホームページ及び広報11月号にDVについての記事を掲載した。
◆「女性に対する暴力をなくす運動」期間に男女共同参画パネル展「知っ
てますか？デートDV」を実施した。
◆DV防止啓発チラシの配布、ポスターの掲示を行った。
◆地域振興課職員全員が「女性に対する暴力をなくす運動」のシンボルで
あるパープルリボンのピンバッジ（県作成）を身に着け、DV防止について
意識啓発を図った。
◆成人式出席者へデートDV防止啓発カードを配布した。
◆「パープルリボンキャンペーン」実施。埼玉県内を巡回するパープルリ
ボンタペストリー及び女性相談等に関する啓発品を展示・配布した。

以前より
変化なし

◆今後も、様々な機
会や媒体を利用し、
DV防止のための正し
い情報を広く啓発し
ていく。

地域振興課

目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆DV被害者の早期発見、早期対応に繋
がることが期待される。

◆人権相談（月1回）を実施する。
◆女性の相談室（月2回）を実施する。
◆広報しらおか11月号にDVに関する主な相
談窓口一覧を掲載する。
◆婦人相談センター等の関係機関と連携す
るため、研修会等への参加や自立をサポー
トするステップハウスの利用について情報
収集を行う。

◆人権相談（月1回）
相談件数：6件
◆女性の相談室（月2回）
相談件数：41件(うち電話相談11件)
◆市ホームページ及び広報11月号にDVに関する相談窓口一覧を掲載した。
◆ＪＲ白岡駅・新白岡駅、市内公共施設女子トイレ内にDVナビ啓発カード
及び女性の相談室案内チラシを設置した。
◆「女性に対する暴力をなくす運動」期間にDVナビ啓発チラシの配布、ポ
スターの掲示を行った。

以前より
変化なし

◆引き続き相談窓口
についての周知を図
りながら、DV被害者
の早期発見・対応に
努め、被害者支援の
体制を強化してい
く。

地域振興課
関係各課

No.３２　ＤＶ相談窓口・支援の充実
相談及び支援体制の充実を図るとともに、被害者への相談窓口の周知を図ります。また、安心して相談できる環境づくりを進めます。

【主要課題１】ＤＶの根絶と被害者支援の充実
【施策の方向性(１)】ＤＶ防止の啓発と支援の充実

No.３１　ＤＶ防止に向けた意識啓発
DVの防止に向けて、啓発事業や市広報紙、市ホームページなどの各種媒体を活用し、啓発活動を充実します。

【基本目標Ⅳ】
誰もが安心して暮らせるまち



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆DV以外の困難についても迅速に対応
し、被害者へ様々な支援を行うことが
可能となる。

◆DV関連の情報について、関係各課との連
絡調整を密にし、支援の連携を図り、相談
者への支援を充実させる。

◆DV関連の情報について、関係各課との連絡調整を密に行い、情報を共有
し、支援の充実に努めた。
◆埼玉県主催のDV被害者支援関係研修会等に職員が参加した。
◆DV相談件数調査（全庁）：2回
　相談件数：延べ37件

以前より
変化なし

◆引き続き、関係各
課と連携を図り、支
援の充実に努める。

地域振興課
関係各課

目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆要保護児童対策地域協議会
・代表者会議開催回数　年1回以上
・実務者会議　年4回以上
・個別ケース検討会議　随時

◆全ての妊産婦、子育て世帯、こどもへ一
体的に相談支援を行う「こども家庭支援セ
ンターとして、市の相談・連絡体制を強化
する。
◆11月の児童虐待防止月間に広報紙等で周
知を行い、市民の意識啓発を図る。
◆要保護児童対策地域協議会における代表
者会議、実務者会議、個別ケース検討会議
を開催し、要保護児童の支援の進行管理等
をし、虐待の早期発見・対応を図るととも
に関係機関と更に連携を強化していく。

◆11月の児童虐待防止月間に広報等で周知を行い市民の意識啓発を図っ
た。
◆児童虐待防止キャンペーンの実施
　彩りフェスタで啓発品を配布した。
◆要保護児童対策地域協議会（代表者会議、実務者会議、個別ケース検討
会議）を開催した。
・代表者会議
 １回：（男性11名　女性1１名）
・実務者会議
　4回：延べ66名（男性29名、女性37名）
・個別ケース検討会議　年間19回

以前より
変化なし

要保護児童対策地域
協議会を通じて関係
機関と連携しながら
児童虐待防止の普及
啓発に努めると共に
早期発見・早期対応
の体制を整備してい
く。

子育て支援課

目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆高齢者・障害者虐待防止ネットワー
ク運営委員会を開催し、各関係機関と
連携しながら高齢者虐待の早期発見及
び早期対応に努めるとともに養護者の
支援も行う。

◆地域包括支援センターを中心に関係機関
と連携するとともに、高齢者に対する虐待
の防止及び早期発見のための取組について
の情報提供を行っていく。

◆高齢者・障害者虐待の防止に向けて、関係機関の連携強化を図るととも
に、地域包括支援センターを中心に関係機関と連携して、高齢者虐待の早
期発見及び早期対応を行った。

以前より
変化なし

◆引き続き、関係機
関と連携を図りなが
ら、高齢者虐待の早
期発見及び早期対応
に努めるとともに、
養護者の支援を行
う。

高齢介護課

【主要課題２】あらゆる暴力・ハラスメントの根絶
【施策の方向性(１)】子どもや高齢者に対する暴力根絶のための取組

No.３４　子どもへの虐待防止対策の推進
虐待の早期発見、早期対応のため、「要保護児童対策地域協議会」を開催し、関係機関との連携、支援体制の強化を図ります。また、児童虐待防止について広報・啓発活動を
行います。

No.３５　高齢者への虐待防止対策の推進
地域包括支援センターを中心に地域との連携を図り、高齢者虐待防止の啓発に取り組んでいきます。

No.３３　関係機関との連携
DV被害者に対する支援を円滑に行うため、関係機関や関係課との情報共有と連携を図ります。



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆正しい知識を理解する機会を提供す
ることで、未然にハラスメントを防ぐ
ことが期待される。
◆ハラスメント被害者の早期発見、早
期対応に繋がることが期待される。

◆広報・ポスター掲示・チラシ配布・パネ
ル展等により、あらゆるハラスメント防止
についての意識啓発、情報提供に努める。
◆相談体制の充実に努める。

◆市ホームページにおいて相談先を掲載した。
◆ハラスメント防止についてのチラシ配布、ポスター掲示を行った。
◆「女性の人権ホットライン」強化週間において、法務省作成の相談先啓
発ポスターを掲示した。
◆女性の相談室
　ハラスメント相談：0件

以前より
変化なし

◆ハラスメントにつ
いての正しい情報を
発信し、あらゆるハ
ラスメントの防止の
ための意識啓発を行
うと共に、相談体制
の充実に努める。

地域振興課

◆各種ハラスメント等を防止すること
により、男女共に誰もが働きやすい職
場環境を形成する。

◆各種ハラスメント等防止に係る意識醸成
を促すとともに、相談窓口の存在について
周知を行う。

◆全ての職員がハラスメントに関する正しい知識と具体的な対策等につい
て共通の認識を持って職務に取り組めるよう、毎年度、庁内通知により意
識啓発を行っている。また、電子掲示板に「白岡市職員ハラスメント防止
マニュアル」を掲載し、制度周知を行っている。

◆各課等においてハラスメント防止に係る意識を高めることができてい
る。また、相談窓口の存在により、万が一の際の相談体制を構築すること
ができている。

以前より
変化なし

◆各種ハラスメント
等を防止すべく、引
き続き働きやすい職
場環境整備に努め
る。 総務課

【主要課題２】あらゆる暴力・ハラスメントの根絶
【施策の方向性(２)】セクシュアル・ハラスメントやストーカー行為等の防止

No.３６　ハラスメント防止の啓発
セクシュアル・ハラスメントやマタニティ・ハラスメント、ストーカー行為等、あらゆる形の嫌がらせ行為防止のための意識啓発を行います。また、相談体制の充実に努めま
す。



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆正しい知識を理解する機会を提供す
ることで、未然に性犯罪・性暴力を防
ぐことが期待される。
◆性犯罪・性暴力被害者の早期発見、
早期対応に繋がることが期待される。

◆広報・ポスター掲示・チラシ配布・パネ
ル展等により、性犯罪・性暴力防止につい
ての意識啓発、情報提供に努める。
◆相談体制の充実に努める。

◆「パープルリボンキャンペーン」において、性犯罪・性暴力に関する相
談先一覧や啓発カードを配布した。
◆若年層の性暴力被害予防月間に、内閣府男女共同参画局から依頼された
啓発ポスターの掲示を行った。
◆市ホームページ及び広報11月号に性犯罪・性暴力に関する相談窓口一覧
を掲載した。
◆女性の相談室
　性犯罪・性暴力相談：0件

以前より
変化なし

◆性暴力についての
正しい情報を発信し
性犯罪・性暴力防止
のための意識啓発を
行うと共に、相談体
制の充実に努める。

地域振興課

◆犯罪被害者等に対し適切な情報提供
を行うための埼玉県等の関係機関と連
携した相談体制の強化

◆犯罪被害者支援のため、広報紙等により
相談窓口を周知する。
◆埼玉県等との連携により、研修会等を開
催し、相談体制の強化を図る。

◆広報紙及び市公式ホームページにより、彩の国犯罪被害者ワンストップ
支援センター等の相談窓口の周知を行った。
◆犯罪被害者支援ミニセミナーを埼玉県と共に開催し、犯罪被害者支援に
ついての市民への周知及び埼玉県との連携による相談体制の強化を図っ
た。

目標値・
期待値を
達成した

◆今後も、引き続
き、犯罪被害者から
の相談体制の維持・
強化に努めると共
に、市民に広く周知
されるよう啓発活動
に取り組んでいく。

安心安全課

◆非行防止パトロールを通じて青少年
を見守る。
◆市内のコンビニ等で有害
図書の陳列がない状態を維持する。

◆市内のコンビニ等における有害図書の陳
列調査を行う。

◆非行防止パトロールを実施した。
　実施回数：12回
　参加延べ人数：83名

◆令和2年度を最後に調査を実施していない。
　令和2年度時点で有害図書を陳列するコンビニ等は市内に1か所であり、
有害図書について埼玉県の基準に基づいた陳列をしている。

目標値・
期待値を
達成した

◆白岡市青少年育成
推進員会と適宜協議
し、調査について検
討する。

福祉課

【主要課題２】あらゆる暴力・ハラスメントの根絶
【施策の方向性(３)】性犯罪・性暴力の防止と被害者支援の充実

No.３７　性犯罪・性暴力防止の啓発
性犯罪・性暴力防止のための意識啓発を行います。また、被害者支援として相談窓口の情報提供に努め、相談体制の強化を図ります。



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆市の男女共同参画施策について様々
な視点で意見交換を行うことにより、
より良い施策の実施に繋がる。

◆しらおか男女共同参画推進会議におい
て、男女共同参画についての研修会を実施
する。
◆男女共同参画プランに掲げる施策推進の
ための取組の状況の点検・評価や施策等に
ついての意見交換を行う。

◆しらおか男女共同参画推進会議を開催し、男女共同参画施策に関する意
見交換を行った。
3回　延べ27名

以前より
変化なし

◆引き続き、会議に
おいて計画の進捗状
況について点検・評
価し、委員からの意
見を施策の推進に反
映させるよう努め
る。

地域振興課

目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆地域における男女共同参画の推進及
び地域活動の活性化が期待される。

◆先導的な協働のまちづくりのモデルとな
る協働事業に対して補助を行い、協働を担
う市民団体の育成及び協働の土壌醸成を図
る。
◆男女共同参画についての情報提供を行
い、人権研修会等への参加を促す。

◆先導的な協働のまちづくりのモデルとなる協働事業に対して補助を行
い、協働を担う市民団体の育成及び協働の土壌醸成を図った。
・市民提案型事業：7事業採択
・行政指定テーマ事業：1事業採択

目標値・
期待値に
近づいた

◆補助申請団体は増
加しているが、申請
団体の恒常化が課題
となっているため、
改善できるよう努め
る。

地域振興課

No.３９　地域の市民活動団体等への支援
市民・事業者・団体等との連携や支援を行い、市民と市が協働して男女共同参画の推進を図ります。

【主要課題１】市民・事業者等との連携
【施策の方向性(１)】男女共同参画のための多様な活動の促進

No.３８　「しらおか男女共同参画推進会議」の開催
知識経験者、団体推薦、公募の市民等によって構成される推進会議で計画の進捗状況を点検し、施策に対する提言を行います。

【基本目標Ⅴ】
計画推進の体制づくり



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆市の男女共同参画施策について様々
な課の視点で意見交換を行い、取組の
把握や評価を行うことで、より良い施
策の実施が期待される。
◆部署を跨いでの連携強化が期待され
る。

◆男女共同参画の研修会やプランに掲げる
施策推進のための取組の状況把握を行い、
男女共同参画の推進に努める。

◆女性政策庁内推進会議を開催し、男女共同参画施策に関する意見交換を
行った。
1回10名

以前より
変化なし

◆引き続き、会議に
おいて関係各課の取
組状況を把握し、市
の男女共同参画施策
の推進に努める。

地域振興課

目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆市職員の管理職に占める女性の割合
（次世代育成支援対策推進法及び女性
活躍推進法に基づく特定事業主行動計
画）
R元年度　13.2％
→R7年度　20.0％

◆他機関で実施している女性のキャリアデ
ザイン研修について周知し、職員の参加促
進に努めることで、昇任に対する動機付け
を行う。

◆昇任試験受験対象者を中心に、昇任試験科目に見合う研修への積極的な
参加を促した。

◆女性職員の採用人数が増えたことに伴い、女性職員の活躍の場が増えて
いる。主査や主幹など管理職等への登用を促進するために、各課において
研修に参加しやすい環境づくりを進めた。

【市職員の管理職に占める女性の割合（令和６年４月１日現在）】
１５.8％

目標値・
期待値に
近づいた

◆女性職員に対する
キャリア形成支援促
進により管理職の女
性割合が向上してい
るため、引き続き働
きやすい環境整備に
努める。

総務課

目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆庁内における男女共同参画の理解促
進が期待される。

◆女性政策庁内推進会議において、男女共
同参画についての研修会を実施する。
◆職員や各種委員を対象に実施した人権・
同和問題研修会を実施する。
・新採用職員研修
・人権・同和問題職員研修
・その他、民生・児童委員、行政区長、農
業委員、管理職研修を実施予定
◆県等主催の研修会等について情報提供を
行う。

◆しらおか男女共同参画推進会議・女性政策庁内推進会議合同会議におい
て研修会を実施した。
テーマ：災害・防災と男女共同参画
講師：埼玉県男女共同参画推進センター職員
参加者：19名
◆職員や各種委員を対象とした人権・同和問題研修会の実施
職員対象：3回　159名
各委員対象：3回　行政区長：39名　民生委員・農業委員：資料配布
◆県等主催の研修会、講座開催について情報提供した。
◆埼玉県主催の人権週間記念事業「ヒューマンフェスタオンライン」につ
いて、広報紙で情報提供した。
◆男女共同参画パネル展5回

以前より
変化なし

◆引き続き、職員や
各団体に対し研修の
機会を設け、男女共
同参画の意識啓発を
行っていく。

地域振興課

◆男女共同参画社会への理解促進を図
ることで、男女共に誰もが働きやすい
職場環境を形成する。

◆他機関で実施している研修について周知
し、職員の参加促進に努める。

◆他機関で実施している研修について周知し、職員の参加促進に努めた。

目標値・
期待値を
達成した

◆引き続き職員に対
する意識啓発促進を
行い、働きやすい職
場環境整備を進めて
いく。

総務課

No.４０　「女性政策庁内推進会議」
プランの推進状況の把握や研修会などを実施し、全庁的に男女共同参画の推進を図ります。

【主要課題２】市の推進体制の充実
【施策の方向性(１)】庁内の計画推進体制の充実

No.４１　女性職員の管理職等への登用促進
庁内における政策・方針決定過程への女性の参画を推進するため、管理職等として働きやすい環境整備や女性職員のキャリア形成支援の取り組みを進めます。

No.４２　男女共同参画を推進するための職員研修の充実
職員が男女平等の視点で職務を遂行できるよう、研修への参加や講座などの情報提供などの充実を図ります。



目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆誰もが働きやすい職場環境の形成が
期待される。

◆県等主催の研修会等、ワーク・ライフ・
バランスの実践についての情報提供を行
う。
◆県等主催の研修会等、関連事業の情報提
供を行う。
◆男女共同参画パネル展を実施する。

◆内閣府が事務局となっている「輝く女性の活躍を加速する男性リーダー
の会」に関し、女性活躍への想いや、取組を広く紹介するため冊子作成に
協力した。
◆男女共同参画パネル展「男女共同社会の実現に向けて！」を実施した。

目標値・
期待値に
近づいた

◆今後も、ワーク・
ライフ・バランスに
関する情報提供を積
極的に行っていく。 地域振興課

◆市職員の育児休業取得率
（次世代育成支援対策推進法及び女性
活躍推進法に基づく特定事業主行動計
画）
〔男性職員〕
R元年度　0％
→R７年度　20.0％
〔女性職員〕
R元年度　100％
→R７年度　100％

◆市職員の年次有給休暇取得率（1人
当たり）
（次世代育成支援対策推進法及び女性
活躍推進法に基づく特定事業主行動計
画）
R元年　25.4％
→R7年　30.0％

◆育児休業や部分休業、年次有給休暇が取
得しやすいよう、制度説明や環境整備に努
める。

◆育児休業等が取得しやすいよう、職員や職員の配偶者の出産に当たり、
職員の仕事と家庭生活の両立支援ハンドブックを活用しながら制度説明を
行い、職員の休業等取得促進に努めた。

【令和６年度　育児休業取得率】
（令和６年度中に新規に育児休業の取得対象となった職員）
〔男性職員〕１００％
〔女性職員〕８３．３％

◆年次有給休暇取得率の向上のため、機会を捉えて取得促進の通知を発出
した。

【令和６年市職員の年次有給休暇取得率（１人当たり）】
６4．２％

目標値・
期待値を
達成した

◆育児休業について
は、引き続き職員に
対する休業等取得促
進に努めることで取
得率の維持を図る。
年次有給休暇につい
ても、取得促進通知
等の効果もあり取得
率が向上しているこ
とから、さらに取得
しやすい環境の整備
を図ることで取得率
の向上を図る。

総務課

目標値・期待
される成果

事業計画 実績報告 評価
課題や今後の
対応方針

担当課

◆市の取組姿勢をより明確化すること
により、市全体の男女共同参画推進が
期待される。

◆男女共同参画推進条例制定に関し情報収
集を行う。

◆「白岡市男女共同参画推進条例」制定。
令和5年4月1日施行した。

目標値・
期待値を
達成した

◆今後は、この条例
が広く市民に理解さ
れ、更に市の男女共
同参画意識が向上す
るよう周知啓発に努
める。

地域振興課

No.４４　「男女共同参画推進条例」の制定
男女共同参画社会の実現に向けて、市全体の取組の姿勢をより明確にするとともにプランの実効性を高めるため、「男女共同参画推進条例」の制定に向けた準備を進めます。

No.４３　「次世代育成支援特定事業主行動計画・女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画の推進」
職員が男女共に育児休業や部分休業取得、年次有給休暇取得率の向上に努め、ワーク・ライフ・バランスの実現を図り、男女共に職員が等しく活躍できるよう職場環境整備を
推進します。

【主要課題２】市の推進体制の充実
【施策の方向性(２)】男女共同参画を推進するための条例の制定


